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地方独立行政法人大阪市博物館機構施設整備 

（施設整備相談・設計・監理）業務 

委託指定登録事業者募集（公募型プロポーザル）評価要領 

  
 

Ⅰ．評価要領の位置付け 

本要領は、地方独立行政法人大阪市博物館機構施設整備（施設整備相談・設計・監

理）業務委託指定登録事業者募集要項（公募型プロポーザル）（以下「募集要項」と

いう。）に基づき、評価点の算出方法及び指定登録事業者の選定方法を示すものであ

る。  

  

Ⅱ．評価の手順及び指定登録事業者の選定  

１. 参加資格審査 

提出された参加申請書類をもとに、事務局で参加資格審査を実施する。 

 

２. 提出書類による一次審査  

（１） 参加資格審査の結果、資格適合者が３者を超える場合は、事務局で資格適合者の客

観評価による一次審査を実施し、客観評価点の合計の上位３者までを選定する。 

（２） 客観評価は、本要領「Ⅲ.１.(１)」による評価項目の(A)事業者の評価とする。 

（３） 一次審査の評価点合計は下記のとおりとする。 

評価項目  評価配点  

客観評価(事業者の評価) 24 点  

（４） 3 者以下の場合は、一次審査を行わず直ちに二次審査を行う。 

 

３. 二次審査 

（１） 「地方独立行政法人大阪市博物館機構施設整備（施設整備相談・設計・監理）業務 

委託指定登録事業者募集(公募型プロポーザル)審査委員会」（以下「審査委員

会」という。）が、客観評価、事業実施方針・技術提案書評価、価格評価を行

い、評価点合計が最も高いものを指定登録候補者に選定する。 

（２） 客観評価は、本要領「Ⅲ.１.(１)」による評価項目の(A)事業者の評価及び(B)配置

予定技術者の評価とする。 

（３） 事業実施方針及び技術提案書評価は、提案者の名前を伏した事業実施方針及び技術

提案書を本要領に基づいて審査委員会が評価する。 

（４） 審査委員会に先立って、本要領「Ⅲ.２」により評価する事業実施方針及び技術提

案書については、事務局で提案者番号を付した後、添付資料を添えて各委員へ事前

に配布する。この際、本要領「Ⅲ.１.(１)」による評価項目の(B)配置予定技術者
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の評価の資料、及び本要領「Ⅲ.３」による価格評価の資料も提案者名を伏した上

で添付する。 

 

（５） 二次審査の評価点合計は下記のとおりとする。 

評価項目  評価配点  備考  

客観評価  89 点 事業者の評価及び配置予定技術者の評価 

事業実施方針・技術提案

書評価  

300 点  100 点×委員 3名  

価格評価 150 点  

合計  539 点   

 

（６） 最低基準点は合計 323 点(60%)とし、最高得点の参加者を指定登録予定者として 

 選定する。  

(７) 合計点が最も高い参加者が２参加者以上同点の場合の対応 

①事業実施方針・技術提案書評価の点価格と評価の点が異なる場合 

事業実施方針・技術提案書評価の点が高い参加者を指定登録予定者とする。 

②事業実施方針・技術提案書評価の点と価格評価の点が同じ場合、事業実施方針

の点が高い参加者を指定登録予定者とする。 

③事業実施方針・技術提案書評価の点と価格評価の点が同じで、事業実施方針の

点も同じ場合 

業務実施価格提案者に記載された提案価格が低い参加者を指定登録予定者とす

る。 

 

(８)提案内容を審査した結果、全ての参加者が最低基準点（310 点）に達しない場合の 

対応 

①事業実施方針・技術提案書評価の点が一定（210 点）以上の参加者が 1社の場 

 合参加者を指定登録予定者とする。 

②事業実施方針・技術提案書評価の点が一定（210 点）以上の参加者が複数の場 

 合事業実施方針・技術提案書評価の点が最も高い参加者を指定登録予定者とす 

る。 

 

（９）失格事由 

次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外する。 

①参加資格を有しない参加者が提案を行うこと。 

②同一参加者が複数の提案を行うこと。 

③審査委員会の委員に対して、選定結果の公表までの間、直接、間接を問わず、故

意に接触を求めること。 
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④他の参加者と事業実施方針又は技術提案書の内容又はその意思について相談を行

うこと。 

⑤事業者選定終了までの間に、他の参加者に対して技術提案の内容を意図的に開示

すること。 

⑥事業実施方針又は技術提案書に虚偽の記載を行うこと 

⑦その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと 

⑧提出された各書類が次のいずれかに該当する場合 

ｱ）提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 

ｲ）記載すべき事項の全部または一部が記載されていないもの。 

ｳ）記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

ｴ）事業実施方針・技術提案書に参加者名又は参加者名が特定される表現を記入 

  した場合 

 

（10）選定結果の通知及び公表 

すべての参加者に対し、令和 3年 3月下旬に選定結果を通知するとともに、機構ホー

ムページに掲載する。 

Ⅲ．評価方法 

１. 客観評価   

（１）評価項目、判断基準及び配点 

客観評価における評価項目、判断基準及び配点は以下のとおりとする。  

評価項目  判断基準  配点  

（A） 

事業者の

評価 

①有資格者数  有資格者数を評価する  4 

②業務実績  実績の種類、件数について評価する  20 

（A）合    計 24 

（B） 

配置予定

技術者の

評価 

①配置予定技

術者の資格 

担当分野につい

て、配置予定技術

者が有している資

格の内容により評

価する  

配置予定管理技術者  5 

配置予定

技術者  

建築  5 

電気設備  3.5 

機械設備  3.5 

小    計 17 

②各配置予定

技術者の業務

実績 

業務実績につい

て、内容及び担当

区分により評価す

る  

配置予定管理技術者  12 

各配置予

定技術者 

建築  12 

電気設備  12 

機械設備  12 

小    計  48 

 （B）合  計 65 

（A）及び（B）総  計  89 
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（２）参加者の評価基準 

参加者に所属する有資格者数並びに実績について評価を行う。 

 

① 有資格者数【4.0 点】(様式 5-1) 

  有資格者数の評価は下記による。 

有資格者数(人) ～20 21～60 61～ 

評価点 0.5 2.0 4.0 

※有資格者数は、様式 5-1 の資格者数とする。  

 

② 参加者の業務実績【20.0 点】(様式 5-2) 

平成 22 年 4 月 1 日以降に履行した新築、増築、改修における設計業務に関する実

績５件について、１件当たり基本配点４点として、下記の工事区分、規模、担当範

囲による係数を乗じた合計点数により評価する。なお、小数点未満は四捨五入す

る。 

1) 基礎配点 

基礎配点 4.0(最大 5件) 

2) 工事区分 

工事区分 改修工事 新築、増築工事 
 

係数 1.0 0.8 

3) 規模 

延べ面積(㎡) 10,000 ㎡以上 
2,100 ㎡以上

10,000 ㎡未満 

500 ㎡以上 

2,100 ㎡未満 

500 ㎡

未満 

係数 1.0 0.8 0.6 0.3 

4) 用途 

 用途 

博物館・美術館 

サーバーセンタ

ー、情報センタ

ー等セキュリテ

ィを扱う建物 

ホール・スポー

ツセンター等集

客施設 

テナントビル 

左記以外の国・

地方自治体の建

物 

その他

の建物 

係数 1.0 0.8 0.6 0.3 

 

5) 評価点合計 

評価点合計 最大 20.0(最大 4.0×5件) 
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（３）配置予定管理技術者・各配置予定技術者の評価基準】(様式 7-1～7-4) 

配置予定管理技術者・各配置予定技術者の有する資格及び実績について評価を行

う。 

① 各配置予定技術者の資格【最大 17.0 点（5点×2人＋3.5 点×2人）】 

 

配置予定管理技術者・各配置予定技術者の有する資格について、下表の資格評価表 

により評価する。 

 評価する資格 評価点 

配置管理

予定 

技術者 

各配置予

定技術者 

一級建築士 1.0 

構造設計一級建築士 1.0 

設備設計一級建築士 1.0 

建築設備士 1.0 

施工管理技士 0.5 

建築積算士 0.5 

 

② 各配置予定技術者の実績【最大 48.0 点】 

平成 22 年 4 月 1 日以降に履行した新築、増築、改修における設計業務に関する実

績 3件について、１件当たり基本配点４点として、下記の業務内容、担当区分によ

る係数を乗じた合計点数により評価する。なお、小数点未満は四捨五入する。 

 

1) 基礎配点 

基礎配点 4.0(最大 3件) 

 

2）担当区分 

担当区分 

管理技術者又は

これに準ずる立

場 

主任担当者又

はこれに準ず

る立場 

担当者又はこ

れに準ずる立

場 

管理技術者 1.0 0.8 0.5 

担当者 1.0 1.0 0.8 

 

3）工事区分 

工事区分 改修工事 新築、増築工事 
 

係数 1.0 0.8 
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4）規模 

延べ面積 10,000 ㎡以上 
2,100 ㎡以上

10,000 ㎡未満 

500 ㎡以上 

2,100 ㎡未満 

500 ㎡

未満 

係数 1.0 0.8 0.6 0.3 

 

 

5）用途 

 用途 

博物館・美術館 

サーバーセンタ

ー、情報センタ

ー等セキュリテ

ィを扱う建物 

ホール・スポー

ツセンター等集

客施設 

テナントビル 

左記以外の国・

地方自治体の建

物 

その他

の建物 

係数 1.0 0.8 0.6 0.3 

 

6）評価点合計 

評価点合計 最大 48(最大 4.0×3 件×4人) 

 

２. 事業実施方針・技術提案書評価 

事業実施方針・技術提案書評価における評価項目、評価基準及び配点の詳細は以

下のとおりとする。  

 

① 事業実施方針【144点（48 点×3人）】（様式 8-1,8-2） 

評価項目  評価基準  配点  

本事業を

行うにあ

たっての

基本的な

方針 

1)事業に取り組む姿勢

や機構を支援する体制

について 

 

取り組み意欲の高さや積極性 8 

発注者を支援する姿勢、事業への工

夫、配慮 
8 

2)事業担当者のチーム

の特徴や適性について 

 

事業担当者の技術力の高さ 
8 

チームの本事業への適正さ 
8 

3)事業に取り組むにあ

たって、特に配慮する

事項について 

事業内容や課題などの理解度 8 

総合的見地から見た考え方の的確性 8 

事業実施方針に対する委員 1人当たりの持ち点  48 

 

  ②事業実施方針減点対象（各項目につき 5点減点） 

ｱ）文字が 10 ポイント未満。 

ｲ）各項目が 18行を超える。 



7 
 

ｳ）１行の文字数が 45 字を超える。 

     

 

 

③技術提案書【96点（32点×3人】（様式 9-1） 

３. 評価項目  評価基準  配点  

【テーマ１】 

運営中の博物館改修工

事において考慮すべき

安全対策や事故防止策

に関する工事手法の考

え方について 

改修工事において、来場客に対する

安全対策、作業導線分離に関する提

案、事故防止に対する具体的な提

案。また、工事中の火災対策の提案

等改修工事実施にあたり、これまで

に蓄積したノウハウに基づく工夫や

手法。 

具体性 8 

実現性 8 

【テーマ２】 

博物館の既設施設整備

において、LCC や維持

管理を意識した設計に

ついて 

築年数の経過した老朽化施設の改修

工事において、工事費用だけでなく

LCC や維持管理など、これまでに蓄

積したノウハウに基づく工夫。 

具体性 8 

実現性 8 

技術提案書（テーマ１・２）に対する委員１人当たりの持ち点  32  

  

  ③ 技術提案書【60点（20 点×3人）】（様式 9-2） 

評価項目  評価基準  配点  

【テーマ３】 

テーマ 1.2 に記載され

ている提案以外に特記

すべき技術提案につい

て 

提案について美術館・博物館の改修

工事での的確な提案であるか。 

提案について美術館・博物館の改修

工事での実現性はあるか。 

的確性 10 

実現性 10 

技術提案書（テーマ１・２）に対する委員１人当たりの持ち点 20  

 

  ④技術提案書減点対象（各項目につき 5点減点） 

ｱ）文字が 10 ポイント未満。 

ｲ）各項目が 18行を超える。 

ｳ）１行の文字数が 45 字を超える。 

 

３.価格評価【150点】(様式 10) 

提出された業務実施価格提案書に記載された提案価格について、次の表により評価点

を算出する。 

(提案価格/積算

価格)×100％ 
60％未満 

60％以上 

80％未満 

80％以上 

100％未満 

100％以上 

110％未満 
110％以上 

 

加点 60 点 150 点 100 点 60 点 30 点  

 


